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告 示 

鳥取県告示第757号 

鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例（平成25年鳥取県条例第６号）第９条第１項の規定に基づき、知事指定

薬物を次のとおり指定したので、同条第３項の規定により告示する。 

  平成28年12月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

指定番号 通称名 化学名等及び構造式 

28－知（１）－９ ＡＭＢ－ＣＨＭＩＣＡ、

ＭＭＢ－ＣＨＭＩＣＡ 

メチル＝２－［１－（シクロヘキシルメチル）－１Ｈ－インド

ール－３－カルボキサミド］－３－メチルブタノアート及びそ

の塩類 

 

 

28－知（１）－10 Ｅｓｃａｌｉｎｅ ２－（４－エトキシ－３，５－ジメトキシフェニル）エタンア

ミン及びその塩類 

 

 

28－知（１）－11 Ｆｕｒａｎｙｌｆｅｎｔ

ａｎｙｌ、Ｆｕ－Ｆ 

Ｎ－（１－フェネチルピペリジン－４－イル）－Ｎ－フェニル

フラン－２－カルボキサミド及びその塩類 

 

 

                                                    

鳥取県告示第758号 

鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例（平成25年鳥取県条例第６号）第10条第１項の規定に基づき、知事指定
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薬物の指定が失効したので、同条第４項の規定により次のとおり告示する。 

  平成28年12月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

指定番号 通称名 指定年月日 失効年月日 

28－知（１）－８ Ｏｃｆｅｎｔａｎｉｌ、Ａ－３２１７ 平成28年11月４日 平成28年11月11日 

                                                    

鳥取県告示第759号 

鳥取県収入証紙規則（昭和39年鳥取県規則第17号）第12条第３項の規定に基づき、収入証紙の小売りさばき人

から次の事項を変更した旨の届出があったので、告示する。 

  平成28年12月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

指定番号 名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

65 
山陰合同銀行河

原支店 

名称 山陰合同銀行河

原支店 

山陰合同銀行河

原出張所 

平成29年１月23日 

71 
山陰合同銀行青

谷支店 
〃 

山陰合同銀行青

谷支店 

山陰合同銀行青

谷出張所 
〃 

                                                    

公 告 

林業種苗法（昭和45年法律第89号）第11条第１項の規定により、同法第10条第３項第３号イの生産事業者講習

会を次のとおり開催する。 

  平成28年12月26日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 受講対象者 

   配布の目的をもって種苗を採取し、又は育成する事業を行おうとする者 

２ 開催の日時及び場所 

  (１) 日時 平成29年２月24日（金）午前９時から午後４時まで 

  (２) 場所 鳥取市河原町稲常113 鳥取県農林水産部林業試験場 

３ 科目及び時間 

  (１) 種苗に関する法令        ２時間 

  (２) 種苗の産地及び系統に関する事項  ２時間 

  (３) 種苗の生産技術に関する事項      ２時間 

４ 受講申込手続 

  所定の受講申込書を平成29年２月６日（月）までに住所地を管轄する県地方事務所を経由して知事に提出す

ること。 

５ 受講手数料及び納付方法 

受講手数料は14,000円とし、その金額に相当する鳥取県収入証紙を受講申込書にはり付けて納付すること。

この場合、消印しないこと。 

６ 携行品 

  筆記用具及び印章 

 


